
漁獲割当管理原簿（漁業法第20条関係）

〈くろまぐろ（大型魚）〉

管理
番号

管理区分 管理年度
漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設
定者の氏名又は名称

許可番号 漁船登録番号 船舶の名称
設定時又は直
近の漁獲割当
割合（％）

漁獲割当割合の
有効期間

設定時又は直
近の年次漁獲
割当量（トン）

漁獲割当割合
の移転、承継、
取消し又は削
減の状況

年次漁獲割当
量の移転、承
継、取消し又は
控除の状況

1
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

株式会社福島漁業 まき第1178号 AM1-713 第八十八惣寶丸 6.977844
令和７年１月１日～
令和７年12月31日

145.507 － 別表２

2
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

株式会社酢屋商店 まき第1918号 FS1-661 第一寿和丸 4.871246
令和７年１月１日～
令和７年12月31日

93.163 － 別表２

3
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

株式会社酢屋商店 まき第1928号 FS1-710 北勝丸 3.936637
令和７年１月１日～
令和７年12月31日

90.316 － 別表２

4
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

代表者　石巻漁業株式会社 まき第1158号 NG1-122 第二十一たいよう丸 10.229137
令和７年１月１日～
令和７年12月31日

213.427 － 別表２

5
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

代表者　輪島漁業生産組合 まき第1668号 IK1-550 第十八輪島丸 10.394643
令和７年１月１日～
令和７年12月31日

215.449 － 別表２

6
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

共和水産株式会社 まき第1838号 TT1-163 第一光洋丸 9.782448
令和７年１月１日～
令和７年12月31日

186.043 － 別表２

7
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

共和水産株式会社 まき第1458号 TT1-158 第二十八光洋丸 9.838173
令和７年１月１日～
令和７年12月31日

279.528 － 別表２

8
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

東海漁業株式会社 まき第1228号 TT1-176 第八光洋丸 9.782094
令和７年１月１日～
令和７年12月31日

147.873 － 別表２

9
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

若葉漁業株式会社 まき第1138号 SN1-203 第一わかば丸 9.84521
令和７年１月１日～
令和７年12月31日

205.407 － 別表２

10
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

代表者　大祐漁業株式会社 まき第1258号 EH1-458 第八十八天王丸 7.177835
令和７年１月１日～
令和７年12月31日

149.685 － 別表２

11-1
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

大祐漁業株式会社 まき第1758号 EH2-8793 第五十八天王丸 - - 0.000 別表１ －

11-2
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

大祐漁業株式会社 ７水管第41号 EH1-459 第五十八天王丸 0.000000
令和７年１月１日～
令和７年12月31日

1.000 別表１ 別表２



12
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

東洋漁業株式会社 まき第1298号 NS1-1143 第八源福丸 7.116753
令和７年１月１日～
令和７年12月31日

192.409 － 別表２

13
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

東洋漁業株式会社 まき第1118号 NS1-1157 第三十一源福丸 10.047973
令和７年１月１日～
令和７年12月31日

165.642 － 別表２

14
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

大栄水産株式会社 まき第1268号 NS1-1146 第八十二大栄丸 0.000000
令和７年１月１日～
令和７年12月31日

1.000 － 別表２

15
くろまぐろ（大型魚）大中型まき網漁業
(漁獲割当てによる管理を行う区分）

令和７管理
年度

海興水産株式会社 まき第1858号 NS2-10728 第一神陽丸 0.000000
令和７年１月１日～
令和７年12月31日

1.000 － 別表２

計 99.999993 2087.449



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第五十八天王丸（11‐1）
設定、移転、承継、取消し又
は削減の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は削減

漁獲割当割合（移転、
承継又は削減前）

漁獲割当割合（移
転、承継又は削減

移転、承継、取消し又は削減の原因

令和7年4月14日 設定 - 0.000000%
令和7年4月22日 移転 0.000000% - 第五十八天王丸（11‐2）への代船に伴う移転



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第五十八天王丸（11‐2）
設定、移転、承継、取消し又
は削減の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は削減

漁獲割当割合（移転、
承継又は削減前）

漁獲割当割合（移
転、承継又は削減

移転、承継、取消し又は削減の原因

令和7年4月22日 移転 - 0.000000% 第五十八天王丸（11‐1）からの代船に伴う移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八十八惣寶丸（１）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年4月14日 設定 - 141.999トン
令和7年4月25日 追加設定 141.999トン 145.760トン

令和7年5月2日 移転 145.760トン 145.507トン
第八十二大栄丸（14）へ0.010トンの移転
第一神陽丸（15）へ0.243トンの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第一寿和丸（２）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年4月14日 設定 - 99.129トン
令和7年4月25日 追加設定 99.129トン 101.754トン
令和7年5月2日 移転 101.754トン 101.501トン 第一神陽丸（15）への移転
令和7年7月3日 移転 101.501トン 93.163トン 北勝丸（３）への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：北勝丸（３）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年4月14日 設定 - 80.110トン
令和7年4月25日 追加設定 80.110トン 82.231トン
令和7年5月2日 移転 82.231トン 81.978トン 第一神陽丸（15）への移転
令和7年7月3日 移転 81.978トン 90.316トン 第一寿和丸（２）からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第二十一たいよう丸（４）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年4月14日 設定 - 208.162トン
令和7年4月25日 追加設定 208.162トン 213.675トン
令和7年5月2日 移転 213.675トン 213.427トン 第八十二大栄丸（14）への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第十八輪島丸（５）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年4月14日 設定 - 211.530トン
令和7年4月14日 控除 211.530トン 210.095トン 漁業法第28条の規定に基づく控除
令和7年4月25日 追加設定 210.095トン 215.697トン
令和7年5月2日 移転 215.697トン 215.449トン 第五十八天王丸（11-2）への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第一光洋丸（６）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年4月14日 設定 - 199.072トン
令和7年4月25日 追加設定 199.072トン 204.344トン
令和7年5月2日 移転 204.344トン 204.096トン 第五十八天王丸（11-2）への移転
令和7年6月11日 移転 204.096トン 186.043トン 第二十八光洋丸（７）への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第二十八光洋丸（７）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年4月14日 設定 - 200.206トン
令和7年4月25日 追加設定 200.206トン 205.508トン
令和7年5月2日 移転 205.508トン 205.26トン 第五十八天王丸（11-2）への移転

令和7年6月11日 移転 205.26トン 279.528トン
第一光洋丸（6）から18.053トンの移転
第八光洋丸（8）から56.215トンの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八光洋丸（８）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年4月14日 設定 - 199.065トン
令和7年4月25日 追加設定 199.065トン 204.337トン
令和7年5月2日 移転 204.337トン 204.088トン 第五十八天王丸（11-2）への移転
令和7年6月11日 移転 204.088トン 147.873トン 第二十八光洋丸（７）への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第一わかば丸（９）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年4月14日 設定 - 200.350トン
令和7年4月25日 追加設定 200.350トン 205.656トン
令和7年5月2日 移転 205.656トン 205.407トン 第八十二大栄丸（14）への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八十八天王丸（10）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年4月14日 設定 - 146.068トン
令和7年4月25日 追加設定 146.068トン 149.936トン
令和7年5月2日 移転 149.936トン 149.685トン 第一神陽丸（15）への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第五十八天王丸（11-2）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年4月14日 設定 - 0.000トン

令和7年5月2日 移転 0.000トン 1.000トン

第十八輪島丸（5）から0.248トンの移転
第一光洋丸（6）から0.248トンの移転
第二十八光洋丸（7）から0.248トンの移転
第八光洋丸（8）から0.249トンの移転
第八源福丸（12）から0.007トンの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八源福丸（12）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年4月14日 設定 - 144.825トン
令和7年4月25日 追加設定 144.825トン 148.660トン

令和7年5月2日 移転 148.660トン 148.409トン
第五十八天王丸（11-2）へ0.007トンの移転
第八十二大栄丸（14）へ0.244トンの移転

令和7年6月24日 移転 148.409トン 208.409トン 第三十一源福丸（13）からの移転
令和7年6月27日 移転 208.409トン 192.409トン 第三十一源福丸（13）への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第三十一源福丸（13）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年4月14日 設定 - 204.476トン
令和7年4月25日 追加設定 204.476トン 209.891トン
令和7年5月2日 移転 209.891トン 209.642トン 第八十二大栄丸（14）への移転
令和7年6月24日 移転 209.642トン 149.642トン 第八源福丸（12）への移転
令和7年6月27日 移転 149.642トン 165.642トン 第八源福丸（12）からの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第八十二大栄丸（14）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年4月14日 設定 - 0.000トン

令和7年5月2日 移転 0.000トン 1.000トン

第八十八惣寶丸（1）から0.010トンの移転
第二十一たいよう丸（4）から0.248トンの移転
第一わかば丸（9）から0.249トンの移転
第八源福丸（12）から0.244トンの移転
第三十一源福丸（13）から0.249トンの移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜くろまぐろ（大型魚）＞：第一神陽丸（15）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和7年4月14日 設定 - 0.000トン

令和7年5月2日 移転 0.000トン 1.000トン

第八十八惣寶丸（1）から0.243トンの移転
第一寿和丸（2）から0.253トンの移転
北勝丸（3）から0.253トンの移転
第八十八天王丸（10）から0.251トンの移転
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